
第８号様式（第６条関係） 

景観づくり重点区域内における行為の基準チェックリスト 

対象事項 チェック項目 
特に配慮した事項 

※１ 
チェック 
※２ 

自 然 保 全 

大規模開発を進める際は、敷地周辺の地
形を大幅に変えたり、樹木を伐採するこ
とは極力避けましたか。 

 

 

大規模開発による土地造成に伴い、 
１００㎡を超える利用目的のない傾斜地
（法面）が生ずる場合、法面に対し緑化
を施しましたか。 

 

大規模開発を進める際は、開発地周辺の
水質は、開発後も開発前と同じ水質を維
持できるよう水質管理をしていますか。 

 

敷 地 
大規模開発を行う際は、敷地内に敷地面
積の２０％以上の緑地を確保しました
か。 

  

建 築 物 

建築物等の位置は、道路や河川の境界か
ら壁面線を５ｍ以上後退させましたか。 

 
 

建築物の高さは、１３ｍ以下に抑えまし
たか。※これを超える場合は、市の同意
を得る必要があります。 

 

素 材 及 び
仕上げ 

建築物等の構造材及び仕上げ材は、自然
の風合いを醸し出す天然素材（木質材、
石質材、土質材）を可能な限り使用しま
したか。天然素材を使用しない場合でも
塗装や吹き付けタイル等で自然の風合い
に近づける工夫をしましたか。 

 

 

色 

建築物等の色は、周辺の景観と調和でき
るような色で整えましたか。 

 
 

壁面の色は、自然に溶け込むベージュ系
の色、屋根の色は落ち着きのある濃茶系
の色を基調としましたか。 

 

ア ク セ ン
ト 

道路や水辺に面する窓やバルコニーには
花台を設け、窓枠を付けましたか。 

 
 

 
 
 
 

家 並 

屋根を連続して建てる場合、隣の建物と
屋根の形態やデザインを整えましたか。 

 
 

建物と建物の間の敷地境界には、なるべ
く塀等は設けず、塀等を設ける場合は、
生垣や石積みにし、自然の雰囲気を大切
にしましたか。 

 



敷地の条件が許す限り、建築物等の壁面
線は、道路境界から後退させましたか。 

 
 

敷地と道路の境界付近の敷地は、花を植
えたりして、歩行者も楽しめる工夫をし
ましたか。 

 

照 明 演 出 
建物に玄関灯を一つ以上付け、照明は、
暖かみのある光源を使用し、必要以上に
華美にならないよう努めましたか。 

 

 

屋 外 広 告
物 

建築物等（商業等営業用を除く。）の壁
面や屋上には、屋外広告物を設置してい
ませんか。 
商業等営業用建築物等に附属する看板
は、一の建物につき一つとしましたか。 

 

 

屋外広告物の設置は、菱ヶ岳の眺望及び
周辺の景観を阻害しない場所に設置し、
大きさは、地上からの高さ６ｍ以下、表
示面積３．３㎡以下に抑えましたか。 

 

屋外広告物は、自然の雰囲気を醸し出す
木質系素材を中心素材としましたか。予
算や耐候性の関係から鉄やアルミ等の人
工的素材を使用する場合は茶色系のみで
製作しましたか。 

 

電飾ネオン類、蛍光塗料、反射塗料は、
使用していませんか。 

 

自 動 販 売
機 

自動販売機の設置には、周辺景観に十分
配慮し、設置場所と修景に工夫しました
か。 

 

 

道 路 付 帯
物 

道路附帯物は、自然の雰囲気を醸し出す
木質系素材、石質系素材等の利用や色に
よる工夫で、周辺の自然景観との調和を
図りましたか。 

 

 

道 路 緑 化 

道路沿いには、街路樹や花を植えられる
スペースの確保を図りましたか。 

 
 

人々の目に付きやすい街角は、高木や草
花で植栽しましたか。 

 

自 然 保 全 

河川周辺の樹木は、伐採していません
か。 

 
 

河川改修に伴う護岸整備には、周辺の植
物や動物の生態系にも配慮し、可能な限
り天然の素材を活用しましたか。 

 

川の水を汚さないよう努めましたか。  



親 水 空 間 

河川沿いには、人々がくつろげる散策路
を整備しましたか。 

 
 

河川改修や整備には、ヤナギ、ハンノ
キ、サクラ等の樹種を活用して、修景緑
化を図りましたか。 

 

ゴ ミ 
生活及び産業廃棄物等のゴミ類は、市が
指定した場所以外には屋外に投棄及び放
置していませんか。 

 

 

自 然 保 全 

現在ある安塚区の樹林地の中で、魅力あ
る森や林を保全育成しましたか。 

 
 

市が認定する森や林や樹木を伐採してい
ませんか。※伐採する場合は、市の同意
を得る必要があります。 

 

市が認定する家の周りの屋敷林及び田畑
周辺のはさ木は、間伐等の保全・育成の
目的以外に伐採していませんか。※その
他の目的で伐採する場合は、市の同意を
得る必要があります。 

 

地滑り等の裸地及び廃屋等の空き地は、
自然状態に復するよう努めましたか。 

 

緑 化 

土地造成に伴う法面は、できる限り周辺
の環境に存在する樹種を用い、修景緑化
を行いましたか。 

 

 

大きな建物の周辺では、緑化することが
できるスペースを確保し、成長の早い樹
種を用い、早期の緑化に努めましたか。 

 

人工物の壁面については、植栽を行い、
修景に努めましたか。 

 

家の軒先の修景は、屋根雪処理に配慮し
ながら、高木で彩りのある樹木や草花・
地被植物を用いましたか。 

 

家の周辺には、雪国に強い宿根草や色と
りどりの一年草を植栽し、修景しました
か。 

 

備考 

１ ※１欄には、特に配慮した点について、簡潔に記入してください。 

２ ※２欄には、何も記入しないでください。 

 

 

 




